
特定漁港漁場整備事業実施要領

最終改正平成 19 年 5 月 30 日 19 水港第 860 号水産庁長官通知

（趣旨）
第１ 特定漁港漁場整備事業の事務取扱については、漁港漁場整備法（昭和２５年法律

第１３７号。以下「法」という。）及び漁港漁場整備法施行規則（昭和２６年農林省
令第４７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところ
による。

第２（抄）
（特定漁港漁場整備事業計画の変更の基準について）
第３ 規則第１条の６第２項イ及びロ中の規模に関する大幅な変更については、規則第

１号様式２（２）イ主要施設の種類、規模及び配置等の（漁港施設）の表中の「計画
数量」の欄に記載した数量が百分の二十以上増減することとなる変更とする。

また、規則第１条の６第２項ハ及びニ中の規模に関する大幅な変更については、規
則第１号様式２（２）イ主要施設の種類、規模及び配置等の（漁場の施設等）の表中
の「計画数量」の欄に記載した数量が百分の二十以上増減することとなる変更とする。

（農林水産大臣が定める特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更について）
第５ 水産庁長官は、農林水産大臣が法第１９条第１項又は第１９条の３第１項の特定

漁港漁場整備事業計画について、法第１９条第４項又は第１９条の３第５項の軽微な
変更をしたときは、その旨を当該特定漁港漁場整備事業の事業主体に通知するととも
に、当該特定漁港漁場整備事業計画を公表するものとする。

（国が施行する特定漁港漁場整備事業における地方公共団体等への対応について）
第６ 法第４条第４項の規定に基づく都道府県知事の意見聴取に当たっては、当該意見

聴取をする内容を事前に都道府県知事の全国的連合組織（全国知事会）へ情報提供す
ることとする。

第７ 法第４条第４項の規定に基づく都道府県知事の意見聴取の結果、都道府県知事か
ら意見が提出された場合、当該意見に関する国の対応について当該都道府県に通知す
るとともに、ホームページ等により公表することとする。

第８ 国が特定漁港漁場整備事業のうち法第４条第１項第２号に掲げる事業を施行する
場合、次に掲げる協議については、関係地方公共団体の同意を得ることを旨とするも
のとする。
（１）法第１９条第３項で準用する第１７条第３項の協議
（２）法第１９条第５項で準用する第１７条第３項の協議
（３）法第１９条第８項で準用する第１７条第１３項の協議




